
村本ひろや議員（日本共産党墨田区議会議員団幹事長）に対する問責決議 

 

 本区議会では、村本ひろや議員（日本共産党墨田区議会議員団幹事長）及び同会派

所属議員による、議会の合意形成の過程を軽視するような行為が繰り返されており、

議会運営に支障を来しているところである。 

 令和８年１月２７日に開催された議員研修会は、議会として議員全員の参加を前提

に４か月以上にわたり調整を重ね開催されたものであるが、村本ひろや議員は、研修

会の開催や内容等の調整の協議の場に出席し、異議を唱えなかったにもかかわらず、

自身だけではなく会派に所属する議員をそろって欠席させるという行為に及んだ。さ

らに、研修会翌日に具体的な欠席理由を述べることなく形式的な謝罪を行い、議長か

らの注意を受けたが、その後、欠席の理由が研修内容そのものが価値判断に合わなか

った旨の発言を行うなど、その対応は一貫性を欠くものであり、議会における信頼関

係を損なうものであるとともに、議会の合意形成の過程を軽視するものと言わざるを

得ない。 

 その他にも、同議員が幹事長を務める日本共産党墨田区議会議員団の所属議員（と

しま剛議員、山下ひろみ議員）による委員間の合意事項を覆す行為もみられるような

状況である。 

 このような状況は、議会の円滑な運営を妨げるとともに、二元代表制の一翼を担う

議会に対する区民からの信頼を著しく低下させるものであり、到底看過することはで

きない。 

 よって、墨田区議会は、村本ひろや議員の一連の対応及び会派を代表する幹事長と

して会派の一連の対応に対し、厳しく責任を問うとともに、議会活動における合意形

成の尊重及び議会運営への真摯な姿勢を強く求めるものである。 

 以上、決議する。 
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